
別紙様式２ 整理番号 １

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山事業（国有林） 事業実施計画期間 平成29年～平成30年度(2年間）

事業実施地区名 （うちかわじょうりゅう） 事業実施主体 関東森林管理局

（都道府県名） 内川上流 塩那森林管理署

（栃木県）

事業の概要・目的 当該箇所は、栃木県北西部の矢板地域の水源となる那珂川水系荒川の支
な か がわ あら かわ

流・内川の上流部に位置する。
うち かわ

平成23年７月の新潟・福島豪雨により林地崩壊が発生し、加えて、近年

の集中豪雨等により崩壊地が拡大し、堆積していた不安定土砂が下流に流

出して被害をもたらした。

崩壊斜面には不安定土砂が厚く堆積している箇所や裸地斜面が露出した

急崖地となっている箇所もみられ、今後、集中豪雨等により崩壊地が拡大

し、堆積している不安定土砂が流出して下流域に被害を及ぼすおそれが高

い。

このため、本事業では、山腹工により山腹斜面の復旧を実施し、保安林

機能の向上とあわせ、民生の安定を図る。

主な事業内容 山腹工 0.58ha

主な保全対象 人家、宿泊施設

総 事 業 費 90,700 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 119,040 千円

総 費 用（Ｃ） 84,599 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.41

森林管理局事業評価

技術検討会の意見

評価結果 ・必要性 平時の降雨でも、山腹崩壊地及び渓流から土砂の流出がみら

れ、地元住民より早期復旧の要望がある。

また、平成10年の台風４号（那須豪雨）において、近隣の崩

壊地より発生した土砂が下流に甚大な被害を及ぼした経緯もあ

り、本事業の必要性が認められる。

・効率性 対策工の計画に当たっては、現地の地形・地質・地理状況か

ら見て技術的に妥当な工種を選定しており、費用対効果分析結

果からも十分な効率性が認められる。

・有効性 本事業の実施により、流出土砂の発生源である崩壊地の拡大

防止と堆積土砂の安定が図られ、山地災害の防止に資するとと

もに、水土保全機能の維持・向上にも資することから有効性が

認められる。



別紙様式２ 整理番号 ２

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山事業（国有林） 事業実施計画期間 平成29年～平成31年度(3年間）

事業実施地区名 （といしのさわ） 事業実施主体 関東森林管理局

（都道府県名） 砥石の沢 日光森林管理署

（栃木県）

事業の概要・目的 当該箇所は、栃木県北部を流れる鬼怒川の藤原支流域砥石の沢の上流に
と いし さわ

位置する。

平成27年の９月の関東・東北豪雨により、林地崩壊の発生と渓岸浸食に

より多量の不安定土砂が渓床内に堆積し、豪雨により堆積した不安定土砂

が既設谷止工を越流・流下し、下流域に被害をもたらした。

また、既設谷止工は満砂状態であり、渓床内には未だ不安定土砂が堆積

していることから、今後の降雨等により不安定土砂が流出して下流域に被

害を及ぼすおそれがある。

このため、本事業では、渓間工により土砂の流出を防止し、保安林機能

の向上とあわせ、民生安定を図る。

主な事業内容 渓間工 ５基

主な保全対象 人家、国道、県道

総 事 業 費 170,000 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 1,873,005 千円

総 費 用（Ｃ） 159,791 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 11.72

森林管理局事業評価

技術検討会の意見

評価結果 ・必要性 平成27年９月の関東・東北豪雨により発生した土砂が未だに

渓床内に堆積しており、放置すれば下流域への流出のおそれが

あることから、本事業の実施は必要である。

・効率性 対策工の計画に当たっては、現地の地形・地質・地理状況か

ら見て技術的に妥当な工種を選定しており、費用対効果分析結

果からも十分な効率性が認められる。

・有効性 本事業の実施により、渓床内に堆積する不安定土砂の安定と

土砂流出による山地災害の防止が図られ、水土保全機能の維持

・向上にも資することから有効性が認められる。



別紙様式２ 整理番号 ３

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山事業（国有林） 事業実施計画期間 平成29年～平成30年度(2年間）

事業実施地区名 （なべくらざわ） 事業実施主体 関東森林管理局

（都道府県名） 鍋倉沢 下越森林管理署

（新潟県）

事業の概要・目的 当該箇所は、新潟県胎内市北東部を流れる胎内川の上流部に位置する。
たい ない がわ

平成25年の集中豪雨により渓床内に堆積する石礫を含む不安土砂が下流

の県道に流出し被害をもたらした。

本渓流から過去にも幾度となく不安定土砂が県道に流出しており、既設

の谷止工は満砂状態となっているため、今後の降雨等により、渓床内に堆

積する不安定土砂が越流して下流域に被害を及ぼすおそれがある。

このため、本事業では、渓間工により土砂の流出を防止し、保安林機能

の向上とあわせ、民生安定を図る。

主な事業内容 渓間工 ２基

主な保全対象 県道

総 事 業 費 110,000 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 145,922 千円

総 費 用（Ｃ） 103,551 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.41

森林管理局事業評価

技術検討会の意見

評価結果 ・必要性 平時の降雨でも、渓床上流から土砂の流出がみられ、道路管

理者である新潟県から早期復旧の要望がある。

本渓流から発生した土砂が下流域に被害を及ぼした過去の経

緯もあり、本事業の必要性が認められる。

・効率性 対策工の計画に当たっては、現地の地形・地質・地理状況か

ら見て技術的に妥当な工種を選定しており、費用対効果分析結

果からも十分な効率性が認められる。

・有効性 本事業の実施により、渓床内に堆積する不安定土砂の安定と

土砂流出による山地災害の防止が図られ、水土保全機能の維持

・向上にも資することから有効性が認められる。



別紙様式２ 整理番号 ４

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山事業（国有林） 事業実施計画期間 平成29年～平成31年度(3年間）

事業実施地区名 （しらかわ） 事業実施主体 関東森林管理局

（都道府県名） 白川 伊豆森林管理署

（静岡県）

事業の概要・目的 当該箇所は、静岡県伊豆半島西部、仁科川支流白川の最上流部に位置す
に しな がわ しら かわ

る。

平成25年度の局地的な豪雨により渓床が急激に浸食されたことにより、

周辺の林地の縦横浸食が拡大し、大量の土砂や流木が不安定な状態で渓床

に堆積している上、周辺林地や林道斜面に亀裂が生じている。

上流から流出した不安定土砂や流木が橋脚を閉塞し、隣接する民有地に

おいて床上浸水等の被害が発生した経緯があり、今後の降雨等により、流

木を含む土砂が流出して下流域の被害が拡大するおそれがある。

このため、本事業では、渓床の安定と土砂の流出を防止し、保安林機能

の向上とあわせ、民生安定を図る。

主な事業内容 渓間工 ３基 山腹工 0.1ha

主な保全対象 人家、町道

総 事 業 費 90,000 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 280,066 千円

総 費 用（Ｃ） 83,253 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.36

森林管理局事業評価

技術検討会の意見

評価結果 ・必要性 今後の豪雨等により、周辺林地及び林道斜面の亀裂が拡大し、

渓床内に堆積する大量の不安定土砂が流出するおそれが高いこ

とから、本事業の実施は必要である。

・効率性 対策工の計画に当たっては、現地の地形・地質・地理状況か

ら見て技術的に妥当な工種を選定しており、費用対効果分析結

果からも十分な効率性が認められる。

・有効性 本事業の実施により、山腹崩壊地の拡大防止と土砂流出によ

る山地災害の防止が図られ、水土保全機能の維持・向上にも資

することから有効性が認められる。



別紙様式２ 整理番号 ５

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山事業（国有林） 事業実施計画期間 平成29年度(1年間）

事業実施地区名 （ぶっこくじ） 事業実施主体 関東森林管理局

（都道府県名） 仏国寺 茨城森林管理署

（茨城県）

事業の概要・目的 当該箇所は、茨城県東茨城郡の東部に位置する。

平成27年9月の台風18号により山腹崩壊が発生し、崩壊地内に堆積した

土砂が下流にある墓地をなぎ倒し、被害をもたらした。

林内は浸食による沢地形を呈し、深い浸食箇所には不安定土砂や倒木が

堆積している。

未だ大量の不安定土砂や倒木が堆積し、今後の降雨等により、下流域に

被害を及ぼすおそれがある。

このため、本事業では、斜面の安定を図り、保安林機能の向上とあわせ、

民生安定を図る。

主な事業内容 山腹工 0.01ha

主な保全対象 町道、墓地

総 事 業 費 20,000 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 28,830 千円

総 費 用（Ｃ） 19,230 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.50

森林管理局事業評価

技術検討会の意見

評価結果 ・必要性 平時の降雨でも山腹崩壊地から土砂の流出がみられ、放置す

れば崩壊地の拡大や下流域への土砂流出のおそれがあることか

ら、本事業の実施は必要である。

・効率性 対策工の計画に当たっては、現地の地形・地質・地理状況か

ら見て技術的に妥当な工種を選定しており、費用対効果分析結

果からも十分な効率性が認められる。

・有効性 本事業の実施により、山腹崩壊地の拡大防止と土砂流出によ

る山地災害の防止が図られ、水土保全機能の維持・向上にも資

することから有効性が認められる。



別紙様式２ 整理番号 ６

事 前 評 価 個 表

事業名 防災林造成事業（国有林） 事業実施計画期間 平成29年度(1年間）

事業実施地区名 （いちのき） 事業実施主体 関東森林管理局

（都道府県名） 一の木 会津森林管理署

（福島県）

事業の概要・目的 当該箇所は、福島県喜多方市山都町を南に流下する一の戸川上流部に位
やま と まち いち と がわ

置する。

融雪期には毎年のように全層なだれが発生し、直下には川入集落への唯
かわ いり

一の生活道路である川入線が横断しており、なだれの発生により孤立状態

となった経緯がある。

全層なだれ及び雪解け時の融雪水により斜面の裸地化と崩壊が進み、裸

地斜面には多くの浮石等がみられ、融雪期には浮石を含む全層なだれが、

また、融雪後には集中豪雨等による浮石等の落下が懸念され、下流域に被

害を及ぼすおそれが高い。

このため、本事業では、山腹工により山腹斜面の復旧を実施し、保安林

機能の向上とあわせ、民生安定を図る。

主な事業内容 山腹工 2基

主な保全対象 県道

総 事 業 費 73,000 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 241,730 千円

総 費 用（Ｃ） 70,190 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.44

森林管理局事業評価

技術検討会の意見

評価結果 ・必要性 融雪期には全層なだれが発生し、融雪後には落石等が多くみ

られ、地元住民から早期復旧の要望がある。

現在も落石の危険性があるため大型土のうを設置し、生活道

路の片側通行を余儀なくされていることから、本事業の実施は

必要である。

・効率性 対策工の計画に当たっては、現地の地形・地質・地理状況か

ら見て技術的に妥当な工種を選定しており、費用対効果分析結

果からも十分な効率性が認められる。

・有効性 本事業の実施により、山腹崩壊地の拡大防止と落石等による

山地災害の防止が図られ、水土保全機能の維持・向上にも資す

ることから有効性が認められる。



別紙様式２ 整理番号 ７

事 前 評 価 個 表

事業名 防災林造成事業（国有林） 事業実施計画期間 平成29年～平成31年度(3年間）

事業実施地区名 （しどけだいに） 事業実施主体 関東森林管理局

（都道府県名） 雫第二 磐城森林管理署

（福島県）

事業の概要・目的 当該箇所は、福島県南相馬市原町区の太平洋沿岸に位置する。

平成23年3月に東北地方太平洋沖地震が発生し、この地震に伴う大規模

な津波により青森県から千葉県の広い範囲の海岸林において甚大な被害が

生じた。

原町区の海岸防災林は、津波により倒伏、流出及び折損した上、残存木

にあっては、ほぼ枯損している。

このため、本事業では、元の海岸林の復元に加え、さらなる保安林機能

の維持、向上を図るとともに、民生安定を図る。

主な事業内容 森林造成 5.85ha

主な保全対象 人家、県道

総 事 業 費 50,000 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 365,364 千円

総 費 用（Ｃ） 46,434 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.87

森林管理局事業評価

技術検討会の意見

評価結果 ・必要性 海岸防災林の被災状況から、放置すれば内陸側の保全対象に

強風や飛砂等の被害を与えるおそれがあることから、本事業の

実施は必要である。

・効率性 事業の計画に当たっては、現地の地形・気象条件から見て技

術的に妥当な樹種・工種で計画しており、費用対効果分析結果

からも十分な効率性が認められる。

・有効性 本事業の実施により、森林が造成され、人家等への潮害、風

害等の被害が軽減し、併せて保安林機能の維持増進が図られる

ことから、有効性が認められる。



別紙様式２ 整理番号 ８

事 前 評 価 個 表

事業名 予防治山事業（国有林） 事業実施計画期間 平成29年度(1年間）

事業実施地区名 （くいまるひかげ） 事業実施主体 関東森林管理局

（都道府県名） 喰丸日陰 会津森林管理署

（福島県）

事業の概要・目的 当該箇所は、福島県大沼郡中央部を流れる野尻川の中流部に位置する。
の じり がわ

林地斜面には浮石等が多く点在、堆積しており、毎年のように落石が発

生している。下流の耕作地等には大小さまざまな落石があり、直下にある

用水路が閉塞する被害をもたらした経緯もある。

崩壊斜面には、火山砕屑物を含む凝灰岩が露出し、風化等により脆くな
さい せつぶつ

って亀裂が発達した岩や、浮石や転石が多く点在していることから、今後

の集中豪雨等により落石等が発生し、下流域に被害を及ぼすおそれが高い。

このため、本事業では、山地災害の未然に防止するため、山腹工により

山腹斜面を安定させ、保安林機能の向上とあわせ、民生安定をはかる。

主な事業内容 山腹工 0.04ha

主な保全対象 村道、用水路

総 事 業 費 28,000 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 74,766 千円

総 費 用（Ｃ） 26,922 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.78

森林管理局事業評価

技術検討会の意見

評価結果 ・必要性 降雨時に限らず山腹斜面より落石が見られ、地元住民より落

石対策の要望がある。

平成26年には落石により用水路を閉塞した経緯もあり、本事

業の実施は必要である。

・効率性 対策工の計画に当たっては、現地の地形・地質・地理状況か

ら見て技術的に妥当な工種を選定しており、費用対効果分析結

果からも十分な効率性が認められる。

・有効性 本事業の実施により、落石等による下流域への山地災害を未

然防止に資することから、有効性が認められる。



別紙様式２ 整理番号 ９

事 前 評 価 個 表

事業名 予防治山事業（国有林） 事業実施計画期間 平成29年～平成33年度(5年間）

事業実施地区名 （いたがき） 事業実施主体 関東森林管理局

（都道府県名） 板垣 山梨森林管理事務所

（山梨県）

事業の概要・目的 当該箇所は、山梨県甲府市を南北に流れる高倉川の上流部に位置する。
たか くら がわ

下流域には、甲府市の市街地があり、また、山梨県の経済流通の根幹で

ある県道６号線が通っている。

対象流域は、火砕岩類の脆弱な地質であるため、渓床の縦横浸食が著し

く進み、不安定土砂が渓床内に多く堆積していることから、今後の集中豪

雨等により堆積した不安定土砂が流下して下流域に被害を及ぼすおそれが

高い。

このため、本事業では、山地災害の未然防止と水源地域の保全のために

事業を実施し、保安林機能の向上とあわせ、民生安定をはかる。

主な事業内容 渓間工 4基

主な保全対象 人家、県道、市道

総 事 業 費 80,000 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 914,291 千円

総 費 用（Ｃ） 72,668 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 12.58

森林管理局事業評価

技術検討会の意見

評価結果 ・必要性 事業箇所は、甲府市市街地から比較的近い距離にあり、甲府

市から対策工の要望がある。

渓床内には多量な不安定土砂が堆積し、降雨により下流域へ

流下し被害を及ぼすおそれが高いことから、本事業の実施は必

要である。

・効率性 対策工の計画に当たっては、現地の地形・地質・地理状況か

ら見て技術的に妥当な工種を選定しており、費用対効果分析結

果からも十分な効率性が認められる。

・有効性 本事業の実施により、渓床内に堆積する不安定土砂の安定が

図られ、山地災害の未然防止に資することから、有効性が認め

られる。



別紙様式２ 整理番号 １０

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林管理道整備事業（国有林）事業実施計画期間 平成29年～平成30年度(2年間）

事業実施地区名 （たいしゃくさん） 事業実施主体 関東森林管理局

（都道府県名） 帝釈山 会津森林管理署南会津支署

（福島県）

事業の概要・目的 当該箇所は、福島県南会津郡の伊南川支流舟岐川の上流部に位置する。
い な がわ ふなまたがわ

平成27年9月の集中豪雨により保安林管理道の法面モルタル吹付箇所が

崩落し通行不能となる被害をもたらした。

崩落個所には露出した表土が雨により浸食を受け路体に流出しており、

土砂の中には石礫等もみられる。また、崩落個所周辺のモルタル吹付箇所

においても、亀裂や剥離などの劣化がみられ、今後の集中豪雨等により崩

落個所の拡大崩落や既存施設の新たな崩落により通行の安全確保に支障を

きたすおそれが高い。

本事業は、法面崩落箇所の対策工を実施して保安林管理道を整備し、荒

廃地の復旧や保安林の維持、管理等の効率的な実施を図るものである。

主な事業内容 山腹工 0.42ha

主な保全対象 人家、宿泊施設

総 事 業 費 90,000 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 149,787 千円

総 費 用（Ｃ） 82,911 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.81

森林管理局事業評価

技術検討会の意見

評価結果 ・必要性 平時の降雨等でも、崩落個所から土砂の流出や拡大崩落がみ

られ、村や地元住民より早期復旧の要望がある。

また、平成27年9月には崩落により通行に支障をきたした経

緯もあり、本事業の実施は必要である。

・効率性 対策工の計画に当たっては、現地の地形・地質・地理状況か

ら見て技術的に妥当な工種を選定しており、費用対効果分析結

果からも十分な効率性が認められる。

・有効性 本事業の実施は、荒廃地の復旧や保安林の維持、管理の実施

に資することから、有効性が認められる。



別紙様式２ 整理番号 １１

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林整備事業（国有林） 事業実施計画期間 平成29年度(1年間）

事業実施地区名 （かわまた） 事業実施主体 関東森林管理局

（都道府県名） 川俣 福島森林管理署

（福島県）

事業の概要・目的 当該箇所は、福島県中通り北東部の阿武隈川水系の上流部に位置する。
あ ぶ くま がわ

計画箇所の林分は過密状態で水土保全機能が著しく低下しており、降雨

等により崩壊等の土砂災害が発生するおそれが高い。

このため、本事業では、過密状態にある林分の立木本数を調整し、森林

のもつ公益的機能を維持・向上させるとともに、民生安定を図る。

主な事業内容 森林整備（本数調整伐） 26.66ha

主な保全対象 人家、民有林林道

総 事 業 費 15,000 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 38,252 千円

総 費 用（Ｃ） 14,423 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.65

森林管理局事業評価

技術検討会の意見

評価結果 ・必要性 事業計画区域内の状況から、このまま放置すれば保安林機能

が著しく低下し、表土の流出等による下流への影響が懸念され

るため、本事業の実施は必要である。

・効率性 森林整備の計画に当たっては、現地の林分状況から見て妥当

な事業区域、事業内容で計画されており、費用対効果分析結果

からも十分な効率性が認められる。

・有効性 本事業の実施により、林分が適正な密度となり、下層植生の

充実が図られ、保安林機能の維持向上及び山地災害の未然防止

に資するため有効性が認められる。



別紙様式２ 整理番号 １２

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林整備事業（国有林） 事業実施計画期間 平成29年度(1年間）

事業実施地区名 （ふるこやざわ） 事業実施主体 関東森林管理局

（都道府県名） 古小屋沢 福島森林管理署白河支署

（福島県）

事業の概要・目的 当該箇所は、福島県中通り南部の羽鳥湖に流れる古小屋沢上流部に位置
は とり こ ふる こ や ざわ

する。

計画箇所の林分は過密状態で水土保全機能が著しく低下しており、降雨

等により崩壊等による土砂災害が発生するおそれが高い。

このため、本事業では、過密状態にある林分の立木本数を調整し、森林

のもつ公益的機能を維持・向上させるとともに、民生安定を図る。

主な事業内容 森林整備（本数調整伐） 25.0ha

主な保全対象 国道

総 事 業 費 10,000 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 30,813 千円

総 費 用（Ｃ） 9,615 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.20

森林管理局事業評価

技術検討会の意見

評価結果 ・必要性 事業計画区域内の状況から、このまま放置すれば保安林機能

が著しく低下し、表土の流出等による下流への影響が懸念され

るため、本事業の実施は必要である。

・効率性 森林整備の計画に当たっては、現地の林分状況から見て妥当

な事業区域、事業内容で計画されており、費用対効果分析結果

からも十分な効率性が認められる。

・有効性 本事業の実施により、林分が適正な密度となり、下層植生の

充実が図られ、保安林機能の維持向上及び山地災害の未然防止

に資するため有効性が認められる。



別紙様式２ 整理番号 １３

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林整備事業（国有林） 事業実施計画期間 平成29年度(1年間）

事業実施地区名 （あいづ） 事業実施主体 関東森林管理局

（都道府県名） 会津 会津森林管理署

（福島県）

事業の概要・目的 当該箇所は、福島県会津地方北部を流れる阿賀野川水系の上流部に位置
あ が の がわ

する。

計画箇所の林分は過密状態で水土保全機能が著しく低下しており、降雨

等により崩壊等による土砂災害が発生するおそれが高い。

このため、本事業では、過密状態にある林分の立木本数を調整し、森林

のもつ公益的機能を維持・向上させるとともに、民生安定を図る。

主な事業内容 森林整備（本数調整伐） 87.01ha

主な保全対象 市道

総 事 業 費 28,000 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 135,716 千円

総 費 用（Ｃ） 26,922 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.04

森林管理局事業評価

技術検討会の意見

評価結果 ・必要性 事業計画区域内の状況から、このまま放置すれば保安林機能

が著しく低下し、表土の流出等による下流への影響が懸念され

るため、本事業の実施は必要である。

・効率性 森林整備の計画に当たっては、現地の林分状況から見て妥当

な事業区域、事業内容で計画されており、費用対効果分析結果

からも十分な効率性が認められる。

・有効性 本事業の実施により、林分が適正な密度となり、下層植生の

充実が図られ、保安林機能の維持向上及び山地災害の未然防止

に資するため有効性が認められる。



別紙様式２ 整理番号 １４

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林整備事業（国有林） 事業実施計画期間 平成29年～平成33年度(5年間）

事業実施地区名 （ゆのはな） 事業実施主体 関東森林管理局

（都道府県名） 湯ノ花 会津森林管理署南会津支署

（福島県）

事業の概要・目的 当該箇所は、福島県会津地方南部を流れる阿賀野川水系の上流部に位置
あ が の がわ

する。

計画箇所の林分は過密状態で水土保全機能が著しく低下しており、降雨

等により崩壊等による土砂災害が発生するおそれが高い。

このため、本事業では、過密状態にある林分の立木本数を調整し、森林

のもつ公益的機能を維持・向上させるとともに、民生安定を図る。

主な事業内容 森林整備（本数調整伐） 419.79ha

主な保全対象 人家、国道

総 事 業 費 129,000 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 696,013 千円

総 費 用（Ｃ） 114,936 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.06

森林管理局事業評価

技術検討会の意見

評価結果 ・必要性 事業計画区域内の状況から、このまま放置すれば保安林機能

が著しく低下し、表土の流出等による下流への影響が懸念され

るため、本事業の実施は必要である。

・効率性 森林整備の計画に当たっては、現地の林分状況から見て妥当

な事業区域、事業内容で計画されており、費用対効果分析結果

からも十分な効率性が認められる。

・有効性 本事業の実施により、林分が適正な密度となり、下層植生の

充実が図られ、保安林機能の維持向上及び山地災害の未然防止

に資するため有効性が認められる。



別紙様式２ 整理番号 １５

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林整備事業（国有林） 事業実施計画期間 平成29年度(1年間）

事業実施地区名 （かぶらがわじょうりゅう） 事業実施主体 関東森林管理局

（都道府県名） 鏑川上流 群馬森林管理署

（群馬県）

事業の概要・目的 当該箇所は、群馬県南西部を流れる利根川支流の 烏 川、 鏑 川の上流部
からすがわ かぶらがわ

に位置する。

計画箇所の林分は過密状態で水土保全機能が著しく低下しており、降雨

等により崩壊等による土砂災害が発生するおそれが高い。

このため、本事業では、過密状態にある林分の立木本数を調整し、森林

のもつ公益的機能を維持・向上させるとともに、民生安定を図る。

主な事業内容 森林整備（本数調整伐） 20.62ha

主な保全対象 人家、県道

総 事 業 費 12,000 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 33,534 千円

総 費 用（Ｃ） 11,538 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.91

森林管理局事業評価

技術検討会の意見

評価結果 ・必要性 事業計画区域内の状況から、このまま放置すれば保安林機能

が著しく低下し、表土の流出等による下流への影響が懸念され

るため、本事業の実施は必要である。

・効率性 森林整備の計画に当たっては、現地の林分状況から見て妥当

な事業区域、事業内容で計画されており、費用対効果分析結果

からも十分な効率性が認められる。

・有効性 本事業の実施により、林分が適正な密度となり、下層植生の

充実が図られ、保安林機能の維持向上及び山地災害の未然防止

に資するため有効性が認められる。



別紙様式２ 整理番号 １６

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林整備事業（国有林） 事業実施計画期間 平成29年度(1年間）

事業実施地区名 （おんながわ） 事業実施主体 関東森林管理局

（都道府県名） 女川 下越森林管理署村上支署

（新潟県）

事業の概要・目的 当該箇所は、新潟県村上市南部から北東部に流れる荒川の上流部に位置
あら かわ

する。

計画箇所の林分は過密状態で水土保全機能が著しく低下しており、降雨

等により崩壊等による土砂災害が発生するおそれが高い。

このため、本事業では、過密状態にある林分の立木本数を調整し、森林

のもつ公益的機能を維持・向上させるとともに、民生安定を図る。

主な事業内容 森林整備（本数調整伐） 145.90ha

主な保全対象 人家、県道、農地

総 事 業 費 43,000 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 495,439 千円

総 費 用（Ｃ） 41,345 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 11.98

森林管理局事業評価

技術検討会の意見

評価結果 ・必要性 事業計画区域内の状況から、このまま放置すれば保安林機能

が著しく低下し、表土の流出等による下流への影響が懸念され

るため、本事業の実施は必要である。

・効率性 森林整備の計画に当たっては、現地の林分状況から見て妥当

な事業区域、事業内容で計画されており、費用対効果分析結果

からも十分な効率性が認められる。

・有効性 本事業の実施により、林分が適正な密度となり、下層植生の

充実が図られ、保安林機能の維持向上及び山地災害の未然防止

に資するため有効性が認められる。



別紙様式２ 整理番号 １７

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林整備事業（国有林） 事業実施計画期間 平成29年度(1年間）

事業実施地区名 （おきつがわ） 事業実施主体 関東森林管理局

（都道府県名） 興津川 静岡森林管理署

（静岡県）

事業の概要・目的 当該箇所は、静岡県中部を流れる興津川の上流部に位置する。
おき つ がわ

計画箇所の林分は過密状態で水土保全機能が著しく低下しており、降雨

等により崩壊等による土砂災害が発生するおそれが高い。

このため、本事業では、過密状態にある林分の立木本数を調整し、森林

のもつ公益的機能を維持・向上させるとともに、民生安定を図る。

主な事業内容 森林整備（本数調整伐） 13.40ha

主な保全対象 県道

総 事 業 費 15,000 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 39,813 千円

総 費 用（Ｃ） 14,423 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.76

森林管理局事業評価

技術検討会の意見

評価結果 ・必要性 事業計画区域内の状況から、このまま放置すれば保安林機能

が著しく低下し、表土の流出等による下流への影響が懸念され

るため、本事業の実施は必要である。

・効率性 森林整備の計画に当たっては、現地の林分状況から見て妥当

な事業区域、事業内容で計画されており、費用対効果分析結果

からも十分な効率性が認められる。

・有効性 本事業の実施により、林分が適正な密度となり、下層植生の

充実が図られ、保安林機能の維持向上及び山地災害の未然防止

に資するため有効性が認められる。



別紙様式２ 整理番号 １８

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林整備事業（国有林） 事業実施計画期間 平成29年～平成31年度(3年間）

事業実施地区名 （うめぢ） 事業実施主体 関東森林管理局

（都道府県名） 梅地 静岡森林管理署

（静岡県）

事業の概要・目的 当該箇所は、一級河川大井川の上流部に位置する。

計画箇所の林分は過密状態で水土保全機能が著しく低下しており、降雨

等により崩壊等による土砂災害が発生するおそれが高い。

このため、本事業では、過密状態にある林分の立木本数を調整し、森林

のもつ公益的機能を維持・向上させるとともに、民生安定を図る。

主な事業内容 森林整備（本数調整伐） 116.3ha

主な保全対象 町道、林道

総 事 業 費 45,000 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 444,414 千円

総 費 用（Ｃ） 41,806 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 10.63

森林管理局事業評価

技術検討会の意見

評価結果 ・必要性 事業計画区域内の状況から、このまま放置すれば保安林機能

が著しく低下し、表土の流出等による下流への影響が懸念され

るため、本事業の実施は必要である。

・効率性 森林整備の計画に当たっては、現地の林分状況から見て妥当

な事業区域、事業内容で計画されており、費用対効果分析結果

からも十分な効率性が認められる。

・有効性 本事業の実施により、林分が適正な密度となり、下層植生の

充実が図られ、保安林機能の維持向上及び山地災害の未然防止

に資するため有効性が認められる。



別紙様式２ 整理番号 １９

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林整備事業（国有林） 事業実施計画期間 平成29年～平成30年度(2年間）

事業実施地区名 （おくとさわ） 事業実施主体 関東森林管理局

（都道府県名） オクト沢 天竜森林管理署

（静岡県）

事業の概要・目的 当該箇所は、静岡県南部を流れる天竜川水系の気田川上流部に位置する。
け た がわ

計画箇所の林分は過密状態で水土保全機能が著しく低下しており、降雨

等により崩壊等による土砂災害が発生するおそれが高い。

このため、本事業では、過密状態にある林分の立木本数を調整し、森林

のもつ公益的機能を維持・向上させるとともに、民生安定を図る。

主な事業内容 森林整備（本数調整伐） 66.0ha

主な保全対象 県道、取水施設

総 事 業 費 28,000 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 193,626 千円

総 費 用（Ｃ） 26,339 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.35

森林管理局事業評価

技術検討会の意見

評価結果 ・必要性 事業計画区域内の状況から、このまま放置すれば保安林機能

が著しく低下し、表土の流出等による下流への影響が懸念され

るため、本事業の実施は必要である。

・効率性 森林整備の計画に当たっては、現地の林分状況から見て妥当

な事業区域、事業内容で計画されており、費用対効果分析結果

からも十分な効率性が認められる。

・有効性 本事業の実施により、林分が適正な密度となり、下層植生の

充実が図られ、保安林機能の維持向上及び山地災害の未然防止

に資するため有効性が認められる。



別紙様式２ 整理番号 ２０

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林整備事業（国有林） 事業実施計画期間 平成29年度(1年間）

事業実施地区名 （しろく） 事業実施主体 関東森林管理局

（都道府県名） 白久 埼玉森林管理事務所

（埼玉県）

事業の概要・目的 当該箇所は、埼玉県秩父市南部を流れる寺沢川上流部に位置する。
てら さわ がわ

計画箇所の林分は過密状態で水土保全機能が著しく低下しており、降雨

等により崩壊等による土砂災害が発生するおそれが高い。

このため、本事業では、過密状態にある林分の立木本数を調整し、森林

のもつ公益的機能を維持・向上させるとともに、民生安定を図る。

主な事業内容 森林整備（本数調整伐） 15.32ha

主な保全対象 林道

総 事 業 費 15,000 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 47,310 千円

総 費 用（Ｃ） 14,423 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.28

森林管理局事業評価

技術検討会の意見

評価結果 ・必要性 事業計画区域内の状況から、このまま放置すれば保安林機能

が著しく低下し、表土の流出等による下流への影響が懸念され

るため、本事業の実施は必要である。

・効率性 森林整備の計画に当たっては、現地の林分状況から見て妥当

な事業区域、事業内容で計画されており、費用対効果分析結果

からも十分な効率性が認められる。

・有効性 本事業の実施により、林分が適正な密度となり、下層植生の

充実が図られ、保安林機能の維持向上及び山地災害の未然防止

に資するため有効性が認められる。


